
特記仕様書（血流測定） 

 

１ 目的 

血流測定を通じて対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣を改善することを

推進する。 

 

２ 実施日等 

 ⑴ 実施年月日 令和８年７月５日（日） 

 ⑵ 実施時間 午前９時から午前１２時まで及び午後１時から午後３時まで 

 ⑶ 実施場所 香芝市保健センター（香芝市逢坂一丁目５０６番地１） 

 ⑷ 参加予定人数 ８０人 

 ⑸ 数量等 

  ア 血流測定器 １台 

  イ スタッフ（測定、アドバイス） １人 

 

３ 実施内容 

 ⑴ 血流測定の実施 

   参加者に血流測定を行い、測定結果の解説を行う。 

 ⑵ 事務及び管理に関する業務 

ア 事業実施に必要な物品等は、原則として受託者が調達する。ただし、市が準

備可能なものについては、協議のうえ使用可能とする。 

イ 当日の会場の設営及び後片付けは、受託者が２⑵の実施時間の前後に行う。 

ウ 事業実施後に、内容等を整理した実施報告書を作成し、市に提出する。報告

様式及び内容については、市と事前に協議を行うものとする。 

 

４ 質の管理 

スタッフは、測定機器の取扱方法及び測定結果の解説内容について、自社で研修

を受けた者とする。 

 

５ 安全配慮義務 

  事業の実施にあたっては、安全管理に万全を期すこと。事故等の責任及び損害賠償

等は受託者に帰属する。また、業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を

受託者が知った場合は、受託者はその事故の帰責の如何にかかわらず、その旨を直ち

に市に報告し、今後の対応方針についての協議を行うものとする。 

 



６ 個人情報の取扱い 

  個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）及び関係法令並びに医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス（平成２９年４月１４日通知、令和８年６月１日最終改正）に定め

るもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守ること。 

 

７ その他 

 ⑴ 利用者から本業務の内容に関する疑義の連絡があった場合は、市の調査に応じる

こと。 

 ⑵ 事業を遂行するにあたって、事故や利用者からの苦情が発生した場合、速やかに

市へ報告し、必要に応じて市と協議を図り対処すること。その他必要な事項につい

ては別途市と協議すること。 

 ⑶ 受託者は、プライバシーマークを取得していること。 

 ⑷ 本業務において市から得た情報、また新しく知り得た情報については、全て市に

返還すること。 


